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和
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規

則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
百
十
六
号

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
四
十
万
四
千
円
」
を
「
四
十
万
八
千

円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
百
十
七
号

東
京
都
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百

二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定

納
付
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二

第
六
項
に
規
定
す
る
承
認
を
し
た
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の

五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
」
に
、
「
納
入
義
務
者
」

を
「
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
歳
入

等
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百

三
十
一
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一

項
」
に
、
「
指
定
代
理
納
付
者
」
を
「
指
定
納
付
受
託
者
」
に
、

「
承
認
」
を
「
報
告
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
七
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和3年12月22日（水曜日）東 京 都 公 報（第17485号） ２
一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
浜
松
町
二
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17485号）東 京 都 公 報令和3年12月22日（水曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
五
百
四
十
八
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
目
黒
区
中
目
黒
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

化
合
物
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、

ひ砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和3年12月22日（水曜日）東 京 都 公 報（第17485号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
四
十
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
三
田
三
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17485号）東 京 都 公 報令和3年12月22日（水曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
七
百
十
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
一
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

ひ

定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和3年12月22日（水曜日）東 京 都 公 報（第17485号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
京
浦
安

二

供
用
開
始
の
区
間

中
央
区
日
本
橋
兜
町
百
二
十
八
番
二
地
先

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日



（第17485号）東 京 都 公 報令和3年12月22日（水曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
起
算
し
て

二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
京
浦
安

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

中
央
区
日
本
橋
兜
町
百
二
十
八
番
二
地
先

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
三
年
十
二
月
二
十
三
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
一
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
名
称
及
び
箇

所
並
び
に
通
行
を
禁
止
す
る
た
め
の
規
制
標
識
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

水
底
ト
ン
ネ
ル
の
名
称
及
び
箇
所

名

称

箇

所

位
置
図

臨
海
ト
ン
ネ
ル

大
田
区
城
南
島
五
丁
目
か
ら
同
区

令
和
島
一
丁
目
及
び
江
東
区
海
の

森
三
丁
目
地
先
ま
で

別
図
の

と
お
り

第
二
航
路
海
底

ト
ン
ネ
ル

江
東
区
青
海
三
丁
目
か
ら
同
区
海

の
森
一
丁
目
及
び
海
の
森
二
丁
目

ま
で

同
右

東
京
港
海
の
森

ト
ン
ネ
ル

江
東
区
有
明
四
丁
目
か
ら
同
区
海

の
森
二
丁
目
及
び
海
の
森
三
丁
目

ま
で

同
右

二

通
行
を
禁
止
す
る
た
め
の
規
制
標
識
そ
の
他
必
要
な
事
項

㈠

規
制
標
識

別
表
の
と
お
り

㈡

設
置
場
所

通
行
を
禁
止
す
る
水
底
ト
ン
ネ
ル
の
区
間
の
前
面
に
お
け
る

左
側
の
路
端
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告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都

条
例
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
手
数
料

の
徴
収
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

委
託
し
た
相
手
方

㈠

名
称

三
菱
総
研
Ｄ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社

㈡

所
在
地

品
川
区
東
品
川
四
丁
目
十
二
番
二
号

二

委
託
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

委
託
の
内
容

令
和
四
年
度
東
京
都
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
入
学
考
査
料
の

徴
収
事
務

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
８
号

火
災
予
防
施
行
規
程
（
昭
和
３７年

７
月
東
京
消
防
庁
告
示
第
１７

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
３
年
１２月

２２日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

第
３
条
第
１
項
中
「
別
記
様
式
第
４
号
の
」
を
「
危
険
物
規
則
第

１
条
の
６
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
３
条
の
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
４
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
４
号

削
除

別
記
様
式
第
５
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
５
号

削
除

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
江
戸
城
天
守
を
再
建
す
る
会

二

代
表
者
の
氏
名

島
田

昌
幸

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
西
神
田
二
丁
目
五
番
七
号

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地

前
川
ビ
ル

五

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
五
日
ま
で

一

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
水
力
開
発
研
究
所

二

代
表
者
の
氏
名

井
上

素
行

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

文
京
区
小
石
川
三
丁
目
五
番
十
号

メ
ゾ
ン
小
石
川
二
〇
一

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
五
日
ま
で

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
高
木
仁
三
郎
市
民
科
学
基
金

二

代
表
者
の
氏
名

河
合

弘
之
、
高
木

久
仁
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
四
谷
本
塩
町
四
番
十
五
号

新
井
ビ
ル
三
階

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
十
月
二
十
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
十
九
日
ま
で
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東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
多
摩
都
市
計
画

道
路
三
・
一
・
六
号
南
多
摩
尾
根
幹
線
（
稲
城
市
百
村
〜
多
摩
市
聖

ケ
丘
五
丁
目
間
）
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称

多
摩
都
市
計
画
道
路
三
・
一
・
六
号
南
多
摩
尾
根
幹
線
（
稲
城

市
百
村
〜
多
摩
市
聖
ケ
丘
五
丁
目
間
）
建
設
事
業

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
四
年
一
月
五
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日

五

届
出
日

令
和
三
年
十
二
月
七
日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

イ
ー
ア
ス
高
尾

二

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
東
浅
川
町
五
百
五
十
番
地
一

三

設
置
者
名

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
三
丁
目
三
番

五
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
和
ほ
か
六
十
一
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
三
和
ほ
か
六
十
二
名

七

変
更
日

令
和
三
年
四
月
二
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和

四
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
友
羽
村
店

二

店
舗
所
在
地

羽
村
市
五
ノ
神
一
丁
目
八
番
地
十
四

三

設
置
者
名

松
本

脩
子
ほ
か
三
名

四

設
置
者
住
所

羽
村
市
緑
ケ
丘
二
丁
目
十
七
番
地
二
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
一
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

十

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和

四
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
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分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

河
辺
大
栄
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

青
梅
市
河
辺
町
十
丁
目
九
番
地
一

三

設
置
者
名

大
栄
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
室
町
一
丁
目
一
番
八
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
一
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

十

変
更
日

令
和
三
年
三
月
一
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和

四
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

中
島
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

小
平
市
花
小
金
井
一
丁
目
二
番
二
十
三

号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行

六

変
更
前
の
設
置
者
住

所

港
区
西
新
橋
一
丁
目
三
番
一
号

七

変
更
後
の
設
置
者
住

所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

八

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
一
名

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

（
合
同
会
社
西
友
）
ほ
か

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫
（
合
同
会
社
西
友
）
ほ

か

十
一

変
更
日

令
和
三
年
七
月
五
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和

四
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

石
井
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
加
賀
一
丁
目
三
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
是
空

四

設
置
者
住
所

北
区
王
子
一
丁
目
十
二
番
十
二－

三
〇

一
号

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

株
式
会
社
是
空

六

変
更
前
の
設
置
者
名

株
式
会
社
ナ
カ
ハ
ナ

七

変
更
後
の
設
置
者
名

株
式
会
社
是
空

八

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

合
同
会
社
西
友

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・

デ
ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

大
久
保

恒
夫

十
一

変
更
日

令
和
三
年
七
月
一
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和

四
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

令
和
３
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
（
島
し
ょ
地

区
）
及
び
消
防
設
備
士
講
習
（
神
津
島
村
）
の
実
施

に
つ
い
て



令和3年12月22日（水曜日）東 京 都 公 報（第17485号） １２
消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
１３条

の
２３に

規
定
す
る

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
及
び
同
法
第
１７条

の
１０に

規
定
す
る
消
防

設
備
士
講
習
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
３
年
１２月

２２日東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

１
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習

⑴
講
習
区
分

ア
第
１
区
分
（
給
油
取
扱
所
）

イ
第
２
区
分
（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
）

ウ
第
３
区
分
（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

及
び
移
送
取
扱
所
）

エ
第
４
区
分
（
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵

所
）

オ
第
５
区
分
（
屋
内
貯
蔵
所
、
簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外

貯
蔵
所
及
び
販
売
取
扱
所
）

⑵
受
講
対
象
者

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
東
京
都
の
島
し
ょ
地
区
に
在
住
し
て
い
る
者

イ
危
険
物
取
扱
者
で
製
造
所
等
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作

業
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
危
険
物
取
扱
者
で
受
講
を
希
望

す
る
者

⑶
講
習
方
式

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
配
信

⑷
実
施
期
間

令
和
４
年
２
月
２８日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
３
月
２９日

（
火

曜
日
）
ま
で
の
間
に
随
時
視
聴

⑸
受
講
申
請
の
手
続

ア
申
請
方
法

東
京
共
同
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
電
子
申
請

イ
申
請
先
ア
ド
レ
ス

https: ／／w
w
w
.shinsei.elg-front.jp／tokyo２

／navi／

selM
ap.do

ウ
申
請
期
間

令
和
４
年
２
月
１
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
１５日

（
火
曜

日
）
ま
で

２
消
防
設
備
士
講
習

⑴
講
習
区
分

消
火
設
備

⑵
受
講
対
象
者

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア
神
津
島
村
に
在
住
し
て
い
る
者

イ
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

⑶
講
習
方
式

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
配
信

⑷
実
施
日
時

令
和
４
年
２
月
２５日

（
金
曜
日
）
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

ま
で

⑸
受
講
申
請
の
手
続

ア
申
請
方
法

東
京
共
同
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
電
子
申
請

イ
申
請
先
ア
ド
レ
ス

https: ／／w
w
w
.shinsei.elg-front.jp／tokyo２

／navi／

selM
ap.do

ウ
申
請
期
間

令
和
４
年
２
月
１
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
１０日

（
木
曜

日
）
ま
で

３
問
合
せ
先

東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

正

誤

○
令
和
三
年
三
月
五
日
付
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
三
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

三

中

後
か
ら九

品
川
区
大
崎
三
丁

目
地
内

品
川
区
大
崎
二
丁

目
及
び
大
崎
三
丁

目
各
地
内

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


